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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 

工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」（令和２年２月 27日



 

付け国地契第 44号、国官技第 357号、国営管第 384号、国営計第 120号、国港総第 593

号、国港技第 83号、国空予管第 807号、国空空技第 520号、国空交企第 371号、国北

予第 45号。以下「２月 27日通達」という。）に基づき、工事及び業務の一時中止措置

等を行っているところであるが、令和２年３月 10日の新型コロナウイルス感染対策本

部において、内閣総理大臣より、今後概ね 10日間程度のイベント開催の自粛要請継続

の方針が示されたことを踏まえ、既に一時中止措置を実施している工事及び業務につ

いて、下記のとおり中止期間の延長等の取扱いを定めたので、遺漏なきよう措置された

い。 

 

 

記 

 

１．工事又は業務の一時中止措置等について 

工事又は業務の契約は、別表の「契約書」欄に掲げる各契約書（以下「契約書」と

いう。）に基づき実施しているところであるが、発注者においては、別表の「適用条

項」欄に掲げる各規定の趣旨に則り、以下のとおり受注者に対する工事又は業務の一

時中止措置等を適切に行うこととする。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応 

発注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の感染拡大

防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、一時中止措置を実施している受

注者に対して一時中止の期間を最長で令和２年３月 19 日まで延長できる旨を伝え、

意向を再度確認する。その際、下請企業等の経営状況を踏まえた上での意向を確認

すること。 

その上で、受注者からその申出がある場合には、受注者の責めに帰すことができ

ないものとして、契約書に基づき、工事又は業務の一時中止の期間の変更を行う。

また、一時中止の延長を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応

じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を

行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、最長で令和２年３月 19 日までの

期間とする。 

また、２月 27日通達に基づく一時中止措置等を実施していない受注者について、

今後受注者が自ら工事又は業務の一時中止等の意向を申し出る場合は、受注者の責

めに帰すことができないものとして一時中止措置等を実施することは差し支えな

い。この場合において、一時中止の期間は最長で令和２年３月 19 日までの期間と

する。 

なお、令和２年３月 19 日までの期間であれば、受注者の意向に応じて、いつで

も工事又は業務を再開することができることとするが、再開に当たっては、適切な

感染拡大防止対策を徹底すること。 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応 

発注者は、工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確

認された場合には、（１）に準じて対応する。この場合、一時中止の期間は、他の

従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に設定する。 



 

 

２．一時中止措置等に伴う繰越等の措置について 

１．の措置に伴い、工期又は履行期間が年度を越える可能性がある場合には、繰越

等の手続をとることとする。 



 

別表 

 契約書 適用条項 

１ 「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月 30日付け建設

省厚契発第 25号）別冊工事請負契約書 

第 19条 

第 20条 

２ 「官庁営繕部所掌の工事に係る工事請負契約書の制定について」

（平成７年９月５日付け建設省営管発第 556号）別冊工事請負契

約書 

第 19条 

第 20条 

３ 「工事請負標準契約書の制定について」（平成８年１月 24日付け

港管第 111号）別冊工事請負契約書 

第 19条 

第 20条 

４ 「工事標準請負契約書について」（平成８年３月 19日付け空経第

212号）別冊工事請負契約書 

第 19条 

第 20条 

５ 「土木設計業務等委託契約書の制定について」（平成７年６月 30

日付け建設省厚契発第 26号）別冊土木設計業務等委託契約書 

第 19条 

第 20条 

６ 「設計・測量・調査等業務標準契約書の制定について」（平成８年

２月 29日付け港管第 444号）別冊設計・測量・調査等業務契約書 

第 19条 

第 20条 

７ 「建築設計業務委託契約書の制定について」（平成 10年 10月 1日

付け建設省厚契発第 37号）別冊建築設計業務委託契約書 

第 21条 

第 22条 

８ 「官庁営繕部所掌の建築設計業務委託契約書の制定について」（平

成 10年 10月 1日付け建設省営管発第 335号）別冊建築設計業務

委託契約書 

第 21条 

第 22条 

９ 「建築工事監理業務委託契約書の制定について」（平成 13年２月

15日付け国官地第 3-2号）別冊建築工事監理業務委託契約書 

第 15条 

第 16条 

10 「官庁営繕部所掌の建築工事監理業務委託契約書の制定につい

て」（平成 13年２月 15日付け国営管第７号、国営技第２号）別冊

建築工事監理業務委託契約書 

第 15条 

第 16条 

11 「調査・測量等業務契約書について」（平成 22年 10月 29日付け

国空予管第 628-2号）別冊調査・測量等業務契約書 

第 19条 

第 20条 

12 「工事設計業務契約書について」（平成 22年 10月 29日付け国空

予管第 629-2号）別冊工事設計業務契約書 

第 21条 

第 22条 

13 「工事監理業務契約書について」（平成 22年 10月 29日付け国空

予管第 630-2号）別冊工事監理業務契約書 

第 14条 

第 15条 

14 「官庁営繕部所掌の建設コンサルタント業務等に係る調査業務請

負契約書の制定について」（平成 23年１月 17日付け国営管第 396

号）別冊調査業務請負契約書 

第 17条 

第 18条 

15 「官庁営繕部所掌の建設コンサルタント業務等に係る業務契約書

の制定について」（平成 23年１月 17日付け国営管第 397号）別冊

業務契約書 

第９条 

16 「発注者支援業務標準契約書の制定について」（平成 24年１月 10

日付け国地契第 64号、国北予第 28号）別冊発注者支援業務委託

契約書 

第 20条 

第 21条 

17 「発注者支援業務標準契約書の制定について」（平成 24年１月 27

日付け国港総第 577号）別冊発注者支援等業務契約書 

第 21条 

第 22条 

 


